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ＮＰＯ法人の認定申請の標準処理期間を設定し、この標準処理期間内に処理を行うこととしています。 

 

(1) 標準処理期間 

   北海道知事は、原則として、起算日から６か月以内に処理 

 

(2) 標準処理期間の起算日 

  標準処理期間の起算日は、申請書が提出された日の翌日 

 

  

４ 標準処理期間 


